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1 貴田委員 5

「妊娠・出産包括支援事業」の
利用実績はどのような状況か。
また、利用料金は妥当なのか。
利用料金の値下げなどにより、
利用の促進をお願いしたい。

2 阿部委員 11
「妊娠・出産包括支援事業」につ
いて、情報が行き届いていない
ように感じる。

3 貴田委員 5
広島県の「性犯罪被害者等ワン
ストップ支援センター」の利用状
況について教えてほしい。

（別紙1のとおり） 市民安全推進課

4 貴田委員 5

「性的指向や性同一性障害」に
ついて、教職員等へ情報提供等
を行うとなっているが、具体的に
どういったことが行われている
のか。

教育委員会では、平成28年9月に全ての小・中・高等学校の養護教諭等を対象としたＬＧＢＴに関する研修会を実
施しました。
また、毎年、新規採用の養護教諭等を対象に実施している学校保健に関する研修において事例を用いた演習を
行うなど、ＬＧＢＴの児童生徒に対するきめ細かな対応についての理解を深める取組を実施しています。
さらに、平成30年度からは、新規採用の全教諭等を対象とした研修においても、新たにＬＧＢＴに関する研修を取
り入れました。
今後、学校の管理職を対象とした研修も実施するため、校長会等と調整を行っています。

健康教育課

平成29年度第2回審議会での意見への対応

①利用実績（Ｈ29年度）
・産前・産後ｻﾎﾟｰﾄ事業
　　実31人、延95人
・産後ケア事業
　　宿泊 　実37人、延242人
　　デイ 　実9人、延31人
・産後ﾍﾙﾊﾟ-派遣事業
　　実149人、延671人

②利用料金について
利用料金については、設定当時の他都市の先行事例を参考に設定しており、妥当と考えています。
・産後ケア事業
　広島市：宿泊1日あたり7,500円（一般世帯）
　（川崎市：宿泊1日あたり9,000円（一般世帯）　神戸市宿泊1日あたり：6,600円（一般世帯））
・産後ヘルパー事業
　広島市：1時間あたり500円（一般世帯）
　（仙台市：１時間当たり600円（所得に応じ増減あり）、堺市：1,400円2時間当たり最大利用料金）

③情報の周知・利用促進に向けた取組について
・妊娠・出産包括支援事業の事業概要を記載しているカードを母子健康手帳と一緒に全ての妊婦に配付
・母子健康手帳交付時の保健師の面談や新生児訪問等で把握した支援が必要な妊産婦に対して事業の紹介
・市のホームページや広報紙など市の広報媒体を活用した事業の周知

こども・家庭
支援課
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5 北仲委員 8
ＬＧＢＴについての啓発という事
業は、組織内で研修をするだけ
なのか。

平成29年度に、以下のような取組を行いました。

・「ＬＧＢＴって何？」をテーマに市民向け講座を開催
・平成28年度に実施した企業向け講座（テーマ「ＬＧＢＴへの理解を深める」）の内容を掲載した人権啓発用パンフ
レットを公共施設・イベント等で配布
・法務局や県と連携して実施する「ヒューマンフェスタ」や区民まつり等で啓発パネルを展示

・広島市女性団体連絡会議（WENET)と共催で、「ありのままで自分らしく生きる～セクシュアル･マイノリティの人
権について考える～」をテーマに、セクシュアル・マイノリティの人権について考えるセミナーを開催

人権啓発課

男女共同参画課

6 北仲委員 8

市内部のハラスメントの規定
は、法改正や厚労省の指針改
正に合わせて、マタニティ・ハラ
スメントや、性同一性障害や性
的指向に関わる職員のいじめ
や差別についても、相談受付を
したり、問題解決できるよう改正
されているのか。

「広島市ハラスメント対策基本方針」を改正し、①妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、②性的指向
や性自認をからかいやいじめの対象とするハラスメントについて、各局・区等に置かれた相談員（男性及び女性）
が相談を受け付け、依頼に応じて事情聴取、調査、ハラスメントの認定を行い、必要がある場合は措置（懲戒処
分や配置換え等）を行っています。
（別紙2、別紙3参照）

人事課

7 貴田委員 12

乳児の扱い方について、妊婦だ
けでなく、父親を対象にしたきめ
細やかな指導も、一緒にしても
らえたらよいと思う。

父親を対象とした指導・啓発事業として、夫婦が参加しやすい土・日曜日等に、市内在住で第1子妊娠中（妊娠5
か月以降）の妊婦と父親を対象とした「プレパパママ育児スクール」を開催しています。（平成29年度34回開催
参加組数1,171組）
【実施内容】
①父親・母親の役割、夫婦関係、親子の心の関係等についての講義等（例：助産師による育児アドバイス、先輩
パパの子育て体験談）
②乳幼児の保育等についての講義・実習、グループワーク等（例：沐浴人形を使用したおむつ交換実習、沐浴ビ
デオの視聴等）

こども・家庭
支援課

8 平谷会長 16

平成29年度、委員が「男女共同
参画社会に関する公開授業」を
見学させていただいたが、是
非、今後も継続をお願いした
い。
また、授業に関する協議の場に
も、委員が立会い、男女共同参
画の視点からコメントできるよう
にしてもらいたい。

①今年度以降の公開授業見学について
小学校、中学校の公開授業を見学することは、可能です。
内容及び日程等が決まり次第、情報提供いたします。

②授業に関する協議の場について
授業後に、意見交換の場を設けます。

指導第一課
指導第二課
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